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○ 取扱い

原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加

圧根管充填処置の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯の脱臼により、歯髄が失活した場合に、歯を積極的に保存するため、

歯の再植後に根管充填と併せて加圧根管充填処置を行うことが臨床上あ

り得るものと考えられる。


